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平成 25年度 第２回 成田市保健福祉審議会 

 

日時：平成 26年３月 19日（水） 13：30～ 

場所：成田市役所 ６階 大会議室 

参加：審議会会員 12名 

  （亀山会長・青木副会長・中山委員・中佐藤委員・太田委員・林田委員・平間委員・ 

大木委員・鵜澤委員・鈴木委員・眞鍋委員・湯川委員） 

      事務局 17名、コンサルタント 2名 

議題：（１）総合保健福祉計画の策定について 

（２）子ども・子育て支援事業計画の策定について 

   その他：成田市歯と口腔の健康づくり推進条例（案）について 

議事 

開会 

事務局：ただ今から平成 25年度第２回保健福祉審議会を開催させていただきます。本日の

進行を務めさせていただきます社会福祉課の池田でございます。よろしくお願い

いたします。最初に金崎福祉部長よりごあいさつを申しあげます。 

 

金崎部長：皆さまこんにちは。福祉部の金崎でございます。ごあいさつの前に、このたび

の社会福祉課職員による生活保護費横領につきまして、委員の皆さま方にもご

心配とご迷惑をおかけしまして深くお詫びを申し上げます。今後は再発防止に

向けて全力で取り組んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

それでは改めまして、平成 25年度第２回成田市保健福祉審議会の開会にあたり

一言ごあいさつをさせていただきます。委員の皆さま方におかれましては、お

忙しい中、本審議会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。ま

た日ごろより本市の保健福祉行政の推進に格別なご尽力を賜り厚くお礼申しあ

げます。本日の議題ですけれども、総合保健福祉計画の策定について、子ども・

子育て支援事業計画の策定についてでございます。本年度は計画策定の基礎資

料とするためのアンケート調査を実施しており、集計がおおむね終了いたしま

したのでその概況についてご説明したいと思います。後ほど担当よりご説明い

たしますのでご意見、ご提言等くださいますようお願い申し上げます。以上、

簡単ではございますが私からのごあいさつとさせていただきます。本日は、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局：続きまして亀山会長よりごあいさつを頂戴したいと存じます。亀山会長、お願い

します。 
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会長：皆さん、こんにちは。年度末ということで何かとお忙しい時期かと思います。今、

部長のほうから話がございましたように総合保健福祉計画策定の内容等、またそれに

関連をして市民の方々のアンケート等を踏まえての内容になります。また子ども関係

につきましても委員の方々で、部会のほうでいろいろとご検討を進めておられたよう

でございますのでそれらを踏まえて各先生方のほうで熱心なご審議をお願いしたい

と思います。以上でございます。 

 

事務局：ありがとうございました。それでは審議会設置条例第６条によりまして、今後の

議事進行を亀山会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

会長：それではしばらくの間、議事長を務めさせていただきたいと思います。座ったまま

で進めさせていただきと思います。また委員の皆さま、事務局の方々、きょうお集ま

りの方々、等々、内容で、着席の場で結構でございますのでよろしくお願いしたいと

思います。傍聴、議事に入る前に会議の公開につきまして報告いたしたいと思います。

本日の議題につきまして会議は非公開とする議案に該当しておりませんので、成田市

情報公開条例第 24条に基づき公開して開催することになります。しかしながら、先

ほど事務局のご判断で傍聴希望者はいらっしゃらないということでございますので

このまま議事に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それ

では早速でございますが議題１の総合保健福祉計画策定について事務局の説明をお

願いいたします。 

 

（１）総合保健福祉計画の策定について 

事務局：総合保険福祉計画策定について説明 

 

【質疑】 

会長：ご苦労さまでした。膨大な調査の内容等々についてご説明をいただきました。ご質

問、ご意見、ご提言等、あるかと思いますので。ただ、大変失礼なのですが内容が

膨大なものでございますので総括-+的なご質問なりご意見もあると思いますが細か

い点については「何ページの括弧何の何番目」というかたちで指摘ございますと進

めやすいかと思いますので大変失礼かとは思いますが、そういうかたちで委員の皆

さん方お願いしたいと思います。さっそくご質問、ご意見等々ありましたらお願い

します。 

 

中山委員：３ページの（２）の○の２つ目の２行目、ひとり家庭の割合 5.6％、増えている

とも減っているとも言われなかったのですけれども。これは増加傾向なのか、

そうでないのかというのがまず第１点。それから６ページ。これは一般高齢者
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対象調査の結果ですけれども、災害に対する備えについてのところです。地域

に、みんなが助けてくれると思っているのかどうか分からないですけど、自分

である程度用意しとかなくちゃいけないというのがちゃんと知れ渡っているの

かどうかという意識を持ってもらうということを市がどういうふうに考えてい

るのかということです。それから 11ページ、（４）の知的障害の方です。施設

やグループホームに入所したいという意向はそれぞれ約１割となっていますと

いう、○の２番目です。これはご本人に聞いているのだと思うのですけれども。

自宅で家族と暮らしたいというのは理想だと思うのですけれども、１割の答え

た方たちがすでに一人暮らしであればたぶん入所したいという答えを出したと

思うのですけれども。これは答えを出した１割の方が一人暮らしなのか、家族

と同居してらっしゃる方なのかという把握はされているのかどうか。それから、

13ページの精神障害の方の（６）の就労についてのところで、仕事している方

が２割となっているのですけれども。実際問題、働く場所がないというのが実

情だと思うのです、私の知る限り。障害家計の方に聞いたらどんどん障害の方

が、家族増えていて。就労場所が間に合ってないという、ジョブトレーナーみ

たいなのがいないとなかなか就労しにくいというところがありまして、ジョブ

トレーナーもぜんぜん足りないという話を聞いているのでそこをどう考えてい

るのかというところを教えていただければと思います。 

 

会長：今、中山委員のほうから４点ありました。ご指摘、ご質問をいただき、ご意見もご

ざいましたので関係事務局のほうでご説明を順次お願いいたします。 

 

コンサル：アンケートの結果に関するところにつきましては私のほうから回答させていた

だきます。初めにひとり親家庭の割合 5.6％となっております。これは前回とほ

ぼ同様の結果ということになっております。続いての知的障害の方の施設に対

する要望で、そういった要望を持っている方が現在一人暮らしかどうかという

ところにつきましては集計としては出してないのですけれども、同じ調査票の

中で回答者の方が一人暮らしなのか、家族と同居しているのかというところを

伺っていますのでその結果とクロス集計をすることで、どういった方が施設ニ

ーズを持っているかということを把握できます。そちらは今後分析をして出し

てまいります。私からは以上です。 

 

高橋課長：子育て支援課高橋でございます。ひとり親世帯の状況でございますが、実数と

いたしましては今、母子・父子、約 1,300強の世帯がございます。年々微増傾

向にございます。 
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神山課長：それでは 13ページの精神障害者の就労ですが、確かにおっしゃるとおり就労を

している場合はジョブトレーナーとか、ジョブコーチとかいった方の支援とい

うのも必要だと思います。精神障害の方の場合ですと、知的障害の方と違いま

して多少指導については入りやすいのかなというふうに考えておりますけれど

も、今おっしゃったようなご指摘のところもこれからの人材育成といいましょ

うか、施設と合わせてそういったところも取り組んでいかなければいけないな

というふうに思っておりますので、これから検討課題ということでお願いした

いと思います。 

 

中山委員：今のところなのですけれども。ジョブトレーナーみたいなのは精神障害の場合、

知的障害とかではないので入りやすいのですけれども、人間関係につまずいて

こうなった方が多くて、職場理解というか、回りの人の理解のほうが深くない

といけないのです。その人たちに事前に入ってもらうにあたって、回りの人に

理解してもらうような作業ということを市のほうでサポートするような考えを

もってらっしゃるのかどうかというところが聞きたいです。ジョブトレーナー

はその人についてやりますけれども。回りの人たちの意識というのはすごく影

響するのです。精神障害の人の場合。ですので、そこのところは職場のほうで

理解するように努力をしなさいって放られるのではなくて、そこをサポートで

きるようなことが。例えば、そういうことを講演するような人を紹介するとか。

そういった講演会を市が積極的に開いて理解を広めるような場所をつくるとか

いったことは市の側としては考えてらっしゃるのかどうか。 

 

会長：お願いいたします。 

 

神山課長：確かに精神障害の方ですと、回りの方の理解をどうやって得ていくのかという

のは非常に大切かと思っております。また難しい点もあるのかなと思っており

ます。今、成田市のほうでは精神福祉協議会を持っておりまして、そちらのほ

うでも従事者の会の方からも就労に関してどんどん進めていきたいのだけれど

もなかなか回りの方の理解が得られにくい環境にあるということでなかなか打

開策が本当に難しいようなお話もあります。行政としましてもそこら辺一緒に

考えてはいるのですけれども、なかなかうまいところがなくて苦慮していると

いうのが現状であります。やはり皆さまの思いが伝わるように何か施策をつく

っていければなというふうに思っております。 

 

中山委員：ありがとうございました。 
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会長：湯川委員。 

 

湯川委員：この計画におきましては、それぞれの内容の条件が異なるということで、平成

27年からの計画だということを伺いました。たぶん福祉関係におきましては平

成 27年から大きな改革がそれぞれ起きてくると。それも国から基礎自治体とし

て。今のご質問の中で、生活困窮者自立支援法も平成 27年から制定されてきま

す。生活困窮者に関しましては、決して経済的な困窮だけではなくて知的障害

の方や精神障害の方々が就労に就かれて、自立していくという部分もしっかり

と示されているわけですので、基礎自治体で今から計画をつくられるのではな

いかなと私は思っております。その中には基幹的な就労ということで、ナカポ

ツといわれているセンターの方から情報支援、それから就労支援。先ほど中山

委員のほうからもお話がありました企業側も就労支援担当者を養成するという

ことも。そこのところは任意ではないですけれども、しっかり示されている内

容だと思います。今から平成 27年度に向けて基礎自治体が実施主体になります

のでしっかりと計画をつくっていただきたいということを申し上げたいと思い

ます。以上です。 

 

会長：ただいまの指摘に関しまして、事務局のほうで何かございますか。 

 

事務局：生活困窮者自立支援法につきましては湯川委員におっしゃっていただいたとおり、

平成 27年から開始ということで来年度は準備期間ですけれどもすぐにやってきま

す。必須事業もありますし、そちらで総合相談のほうももちろん市町村でやらな

ければいけないというふうになっていますけれども。やはり生活困窮の方だけで

はなくて例えば障害のある方ですとか、少し生活力のない方ですとか、いろんな

方が対象になるというふうに思っておりますし、相談事業をうまく活用すること

でいろいろな部分で相談をお受けして支援につながるかなというふうに考えてお

りますので本当に力を入れて取り組みたいと思っております。 

 

会長：よろしいでしょうか。他の委員さんでご質問やご意見等ございましたらお願いしま

す。 

 

副会長：15ページのところに社会福祉協議会のことが出てきます。「何をやっているか分か

らない」という一般の声があり、これは間違えないと思います。実は社協のほう

としても、今まではどちらかというと中に座っていて来るのを待っていという状

態ではないのなというふうに思いまして、今年度動き始めたのですが、やはり社

協のほうから表に出ていくというかたちでまず活動をやろうというと、この一番
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の原因はやはり会員を増やしていこう。会費をたくさんほしいという気持ちが根

底にあります。会費をお願いするにあたりどういった活動をしているかというこ

とについて話をしていかなければ理解を得られないだろうということで、今動き

始めています。まず、今やっていることは商工会議所の各部会にいきまして、そ

の部会の総会で会費をお願いする。社協としてはこういったことをやっています

という説明をして、実際にご理解いただいているかどうか分かりませんけれども、

一応書類を持ってこんなかたちですというお話をしています。それから今年、そ

ろそろ新しい各区の総会がありますので、まず公津、遠山とニュータウンの連合

会の総会に行き社協の PRをするということで、今準備を進めております。すでに

その３つのところは会長との話ができてお話をすることになったので、これから

いろんな細かい総会とかがあった場合には出かけていって話をしましょう。会費

を集めるということは理解をいただくということにつながりますので、できるだ

けそういった機会を設けて、社協のほうとしては全面的に出てということで、少

しでも一般の市民の理解を深めていこうということで現在進めております。以上

です。 

 

会長：ありがとうございました。他に委員さんのほうでご質問、ご意見等ありますか。湯

川委員。 

 

湯川委員：２つお聞きしたいと思っているのですけれども。成田市のほうでは医療系サー

ビスは要介護者、支援者等、サービスの在宅医療支援診療所みたいな在宅に向

けてというのが弱いのではないかなという部分が感じ取れるところがあります

ので、そこがもししっかりと対応できるようになれば、地域包括ケアシステム

を動いていけるのかなという部分がありますので、そこに関してもしっかり調

査をしていただければなと思います。圏域ごとにどうなっているか、二次調査。

それと私たちも今とても悩んでいるのが権利擁護事業だと思います。これが誰

かご家族の方とかがしっかりされた方がいらっしゃればいいのですけれども、

成年後見等になってきますと家族がいないとか、ご家族に問題があるとかいう

こともありますので、権利擁護事業、成年後見人制度、日常生活自立支援事業

やられていると思いますけど、そういうところも、これから認知症の方が増加

していくことを鑑みていただければと。要望として聞いていただければと思い

ます。以上です。 

 

会長：何か事務局のほうでお答え、お願いいたします。 

 

伊藤課長：高齢者福祉課の伊藤と申します。先ほどの成年後見の関係なのですけれども。
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今、成田市では実際に市長さんが申し立てをする場合、配偶者だとか直系血族

などがいない場合か、いても音信不通という状況でないと市長の申し立てをし

ていない状況なのですが、これを４月からは配偶者あるいは直系血族、兄弟、

姉妹などがいても高齢で要支援者の養護ができない場合、あるいは遠方にいて

養護ができない場合にも市長の申し立てを行うよう対象者を広げることにしま

した。あと、後見人等に対する報酬も今までは市長申し立てで選任された方だ

けに報酬を扶助していたのですけれども、市長申し立てだけではなくて先ほど

言いましたように、配偶者だとか他の親族が申し立てをした場合に、選任され

た後継人が配偶者あるいは直系血族等、扶養義務関係にない方であれば、市長

申し立て以外でも報酬の扶助を行うというふうに対象者を広げるようなかたち

を今予定しております。その辺では少し広がるかなというふうに考えておりま

す。以上です。 

 

会長：湯川委員、いかがでしょうか。 

 

湯川委員：だいぶ違ってくると思います。ありがとうございます。 

 

会長：他の委員さんのほうでご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

鵜澤委員：高齢者クラブの鵜澤です。資料の３ページ、まったく今の話題と変わってしま

うのですけれども。子どもたちの放課後や休日の過ごし方として、○の上から

３番目ですが、前回調査よりも児童ホームの入所が 9.0ポイント増加している

と書いてあるのですけれども、今、各地区の利用状況、満杯のところがあるの

か、まだまだ余力があるのか。その辺のことを少しお聞かせしていただきたい

と思います。 

 

会長：よろしいでしょうか。 

 

加瀬課長：保育課です。児童ホームのほうですけれども、全体としましては平成 25年度の

５月１日現在ですと施設数が 24ありまして、定員が 1,025人、入所児童数が

1,121人。待機児童としては 43人というかたちになっております。多いところ

ですと、公津の杜とか、成田小学校、三里塚小、吾妻小は待機児童がおります。

そういう状況です。以上です。 

 

鵜澤委員：ありがとうございました。 

 



8 

 

会長：よろしいでしょうか。 

 

中山委員：関連して伺いたいのですけれども。今は見えるところの待機児童だと思うので

すけれども、見えるところというのは６年生まで預かってもらえるところと、

３年生までしか預かってもらえないところがあります。あきらめて待機児童の

数に入っていないお子さんもいるのではないかと思うのですが、そこまでは市

は把握してらっしゃらないのですか。 

 

加瀬課長：成田市の場合は６年生までお預かりするということでお受けしております。た

だ、点数制というか、就労の状況によってお預かりしていますので、17時まで

働いている人とか、15時までの人とか、そういうのによって少し年数が違うの

です。学年によるというのではなくて就労状況により点数を付けて、入る順位

を決めているところです。一応、学年も高学年になるにしたがってちょっと点

数が低くはなるのですけれども、そういうかたちで就労状況によってお受けし

ています。ですから、６年生が主に待機児童というわけではありません。希望

に応じてやっておりますので、６年生になると希望者のほうも少なくなってお

ります。現在ですと６年生の待機の方はいないです。４年生、５年生だと少し

います。 

 

中山委員：言いたいのはつまり点数が低いというのが分かっていて、入れないのを予想し

て申し込んでないのだけど、本当は申し込みたいという人がいるのです。平成

小はもう溢れて４年生以上になると入れないと思っているお母さんが多くて、

申し込むことすらしてないのです。ですから、そういう部分も含めるとこの人

数は見せかけといったら悪いのですけれど、就労の場合もそうです。就労をし

たいといって動いている人について調査をしますけど、あきらめた人たちは調

査に入らないですよね。それと同じで、待機児童は見えるところの数はこれで

すけれども、見えない部分、入りたいけど絶対無理だと分かっているから申し

込まなかったという人たち、調査はなかなかしにくいですけれども、そういう

人たちもいるということを考えて、この定員、すでにオーバーですけれども。

この先も少し拡充してくような考え方を持ってもらえているのかどうかという

ところを伺いたいなと思います。それともう１つ、すみません。さっきクロス

集計してくださると調査の方がおっしゃったのですが、もう１つクロス集計し

てほしいのが、やはり老人というか、介護を受けている方たちの中でやはり施

設入居をしたいという方が２割いたのですけれども、その方たち。８ページの

（６）の４つ目の○のところに、今後介護を受けたい場所として自宅が 58.2％、

老人ホームはじめとする施設は 25.8％となっていますけれども、これも一緒に、
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ついでと言ったら申し訳ないのですが、一人暮らしの方がそう思っていらっし

ゃる、一人暮らしでもご自宅で介護を受けていきたいと思っているのか。それ

とも一人暮らしだったら、ほとんどが入居したいのかどうかという差が見えな

いと、これでは分かりにくいので調べていただければと思うのですがよろしい

でしょうか。 

 

会長：ありがとうございました。では事務局のほうでお願いします。 

 

事務局：潜在的なニーズの把握についてですが、私のほうで子ども子育て支援事業計画、

後ほどご説明させていただきますが、その中で保育の問題、児童ホームのサービ

ス提供についても推計いたします。推計の一番難しいところがこのようなかたち

でアンケートをとらせていただいて使いたい、例えば保育ですともう少し子ども

が大きくなったら使いたい、今すぐ使いたい。そこの数字をどう読み取るかとい

うことです。少なくともこのようなアンケート調査の中で現実的に使えるかどう

かはともかく、アンケート調査の中で使いたいと書いていただかないと、それ以

上のものを上乗せしてしまうというのは推計のルールとしてはちょっと外れてし

ます。アンケートで出てきた数値、使いたいと言っている方の数値、あと今の利

用状況、待機の状況を見ながらサービス利用量をつくっていこうとしております。

なかなかその辺の数字をどう読み取るかというのはなかなか難しい問題です。そ

の辺は統計調査を専門としているコンサルタントさんに加わっていただいており

ますので、数値の見方についてはこれから協議して精査してまいりたいと思って

おります。 

 

会長：中山委員、よろしいでしょうか。 

 

中山委員：ありがとうございました。 

 

事務局：あと中山委員がおっしゃったクロス集計につきましてもこれは実施したいと思い

ます。以上です。 

 

会長：ありがとうございました。他に委員さんのほうで。どうぞ。 

 

中佐藤委員：中佐藤です。11ページの（６）の就労について、身体障害者対象の調査なの

ですけれども、仕事をしている、仕事をしていないというふうにあるのです

が、仕事を探しているという方はどのぐらいいるのですか。あと、障がいと

病気がセットになっているのですけれども、障がいを理由にしている方と、
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病気を理由にしている方は分けているのでしょうか。教えていただけますか。 

 

事務局：申し訳ございません。もう１度ご質問をお願いします。 

 

中佐藤：10ページの就労についてという６番のところなのですけれども、その場所の仕事

をしていない人というのがあるのですが、まず仕事を探している人がどのぐらい

いるのか、そのうち仕事をしていないという方で障がいと病気がセットになって

いるのですけれども、障がいと病気を分けているのでしょうか、集計上です。 

 

事務局：障がいと病気につきましては、それぞれ障がいがある、病気がある、別々に聞い

ております。ここでは便宜上、合わせて記述をさせていただいております。就労

を探しているかどうかということは、もちろん今仕事をしていない人を対象に聞

いております。ちなみに、就労を今現在していない人の 15％の方が仕事を探して

いるという回答となっています。内訳ですが、障がいが重いと回答された方が 32％、

病気のためと回答された方が 22.9％。こちらは単数回答で伺っておりますので、

合計合わせて 50％ということで半数以上が障がいが重い、あるいは病気のために

就労していないという結果になっています。 

 

会長：よろしいでしょうか。他にございますか。特にございませんようでしたら、中山委

員はじめとして具体的な内容に関してご質問またご意見等々、ご対応いただきまし

たのでクロス集計その他、今、現時点でできることもあるかと思いますし、またあ

らためて担当事務局のほうでご検討いただいて、次回事務局のほうから方向性を示

されるということもお願いをしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは今のご質問、ご意見等も鑑みまして、２番目の議題のほうで子ども・子育

て支援事業計画策定について事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

 

（２）子ども・子育て支援事業計画の策定について 

事務局：子ども・子育て支援事業計画の策定について報告 

    資料：成田市子育て支援ニーズ調査報告書 

 

【質疑】 

会長：ありがとうございました。それでは各委員さんのほうでご質問等、ございましたら

お願いします。中山委員。 

 

中山委員：今のご説明で、産後のお母さんたちのケアを考えてらっしゃるというのはすご

くうれしいなと思います。産前は母親学級があるのですが、産後は母親学級がな
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いのです。検診時には久しぶりに会うことはあっても、その後地域が違うとなか

なか結びつきがなくて、前に岩沢で産後のお母さんたちを集めて赤ちゃんハイハ

イ競技とかをやって、すごく人気だったのですけれども、あの周辺の道路が混む

ということでなくなってしまったのです。あれをすごく残念がる声が多かったの

です。できればさっきおっしゃったように、公園デビューみたいになかなか入り

にくいというお母さんが多いので、仲良し教室でこんなイベントをやるから来ま

せんかみたいなのが、自分宛てに来るときっかけになるらしいのです。広報の中

に書いてあるよりも自分宛てに手紙が来ると、はがき１枚ですけどもちょっと行

ってみようかな、勇気を出してという気になるということも聞いたので、ぜひそ

こをご検討いただければと思います。毎回出していると費用がかかってしまいま

すのでできれば来ない人に向けて、１回出してこなかった人につけて２回出すと

か。１回目だけではなかなか行かないのですけれども、２回、３回と来るとこん

なにくるから１度ぐらい行こうかなという気になる方もいるみたいなのです。今

のお母さんたちは結構引っ込み思案なのでなかなか出てきてくれません。そのわ

りには、さっきおっしゃったようにトイレに行くと言ったときに「赤ちゃん預か

ってあげるよ」と言った途端に顔がぱっと明るくなって、「いいんですか」と言っ

て赤ちゃんをさっと預けてトイレに行くのです。預かる私はうれしいのだけど怖

い気もするのです。知らない人にぱっと預けてしまう。でもそれほど追いつめら

れているのです。そういうことを考えると、市という公共のところからのお誘い

にはすぐ乗ってくると思うので、ぜひ実施していただければありがたいなと思い

ます。それと成田市は空港を抱えていますので 24時間勤務の方が結構いらして、

夜中預けるのに苦労している方がいらっしゃるのです。成田市という空港を抱え

た都市の都市需要だと思うのですけれども、24時間安心して預けられる、お子さ

んを預けて仕事ができる。仕事をしているお母さんというのは結局、税金払って

くれますから。そういう方がいっぱいいらっしゃれば活気づきますし、成田市な

ら子育てしながら勤められるよとなれば人口が減ることもないし、逆に増えると

思うのでそういったところの施策もひとつお考えいただければと思います。それ

から歩道ですけれども、今一生懸命、歩道をなるべく平らにするような作業をい

ろんなところでしていただいているのですけれども、歩道をわざわざ下げたのに、

どうしてあの縁石を置くのか。あの５ミリぐらいの段差がベビーカーとか、車い

すですごく大変なのです。高さが高いところから低くしますので坂になります。

車いすでご自分で移動される方はすごく怖いのです。ですので、あれをできれば

ラインにしていただいて、あとはポールかなんかを立てるとか、何かバリアフリ

ー化っておかしいですけれども、ベビーカーにしても車いすにしても、普通の人

で自転車でもお子さんを乗せていて走ったら、ガタンガタンとなりながらお尻が

痛い思いをしながら移動するということがありますので、これから直していかな
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きゃいけない道路については、そういうご検討もいただけると子育て支援になる

と思います。それは公共施設もそうです。例えば図書館ですけれども、ここの、

後ろのアンケートのところにもありましたけれども、図書館とか公民館に入ると

車で行くといいけれど、近所でベビーカーを押していくと図書館側からは上がれ

なくて、横の坂を上がっていくのだけど、車がすごい勢いで上がっていく横をベ

ビーカーを押しながら上がらなくてはいけなくてとても不安だという声があるの

です。今のお母さんたち、おんぶ紐をなかなか上手に使えない方が多くてベビー

カーが多いです。ですので、どうしても歩道があってほしいし、歩道がないので

あれば図書館側からエスカレーターなり、エレベーターなりでスムーズに上がれ

る施策を少し考えるとか。それから中央公民館は表記がないのです。中央公民館

の前に行かないと道路から見えないのです。ニュータウンの西口からの大きな道

からは中央公民館という表記が見えて図書館があるのです。何かイベントがあっ

て他市からいらしたときに、中央公民館を探すためにあの回りをぐるぐる回って

すごく大変だったという声もかなり聞きますので、中央公民館ですから、表記、

看板を出してこっちですよと分かるようにしていただけるといいと思います。あ

と、このアンケートの中にあったのでなるほどと思ったのは、子どもさんの検診

が平日になっていて、土日に開催をしてもらえないかという意見が後ろのほうに

ありましたけども。確かにそうだと思うのです。今は平日、若い方たちの共稼ぎ

が多くなってきています。そのため休みを取って行くというのはなかなか難しく

なってきていますし、そのぐらいのお母さんがまとまった職場だと、一緒に休ま

れると困るので休めないのです。ですので、休みである土日にするとか、そうい

ったことと、あと下総と大栄が一緒になったことで遠いのです、福祉館が。旧下

総の役場とか大栄のところでも検診ができるような場所の拡散というか、考えて

いただければいいのではないかなと。それと予防接種なのですが、昔は全部、イ

ンフルエンザもやらされている。やらされ感いっぱいでしたけど無料でした。学

校でやっていただけるのでお母さんが連れていく必要がなかったのですけれども。

これも子どものために休んで予防接種を受けさせるというのが、なかなか大変な

世の中になってきているので、費用的にも厳しい状況がありますので。60歳以上

は 1,000円でインフルエンザを打てるのですけれども。お子さんたちについても

学校で打てるように、それから費用もできれば無料。無料までいかなくても 1,000

円ぐらいの負担で１人が済むように。３人お子さんがいらっしゃると、インフル

エンザが安いとこでも 2,500円ぐらいですので 7,500円。そうなりますとかなり

の費用負担になるのです。ですので、できればこれも何か施策を考えていただけ

るといいと思います。たくさん言いまして申し訳ありませんがよろしくお願いい

たします。 
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会長：それでは担当関係でご対応、お願いできますか。 

 

高橋課長：何点かいただきましたが、最初にありました産後ケア。これから計画の中でい

ろいろなメニューをつくっていき、平成 27年。すみません、役所仕事なのでゆ

っくりなんですが、平成 27年度の予算に向けていろいろな事業化を図っていく。

お金をかけずにできるものについては、実際今、なかよしひろばで事業もやっ

ておりますので、回数をどうしようか、その辺の工夫はできると思います。で

きることから始めていきたいと思っております。それと、空港を抱えた特殊性

ということで 24時間の保育とか、いろいろ課題も認識しております。そんなこ

ともあって、部会の中に空港内で振興協会さんがやっている事業所にも入って

いただいております。この NAA保育ルームたんぽぽについては、空港株式会社

の職員だけではなくて空港に勤務する方々が利用できる施設となっております。

ただ、定員に限りがありますので全部を受け付けるということではありません

が、１年 365日オープンしております。夜は８時までだったかと思いますが、

運営をしております。この辺につきましても、空港関連企業に雇用の塊がある

わけですから NAAさんとお話をしながら、ここの事業所を土台に保育園みたい

なものができてくればいいなと思っているところでございます。あとは、検診

予防接種のところがありますので。 

 

川瀬課長：健康増進課です。先ほどのご質問にありました、健診の土日の対応、また下総、

大栄地区の対応。こちら、私ども事務局のほうも少し毎年の実績を集計してお

りまして、なんとか土日の割合を増やすということ、下総、大栄地区との会場

の設定等も検討はしておるのですけれども、今少しネックになっているのは、

医師会さんに協力していただかなければならないということもありまして、先

生方の日程の調整と、会場の調整がまだ具体化していない状況であります。こ

れにつきましては今後とも先生方の医師会さんのほうを通じて協議していきた

いなというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。それからイ

ンフルエンザの件なのですけれども、確かに昔は学校で並んでもらって消毒し

ながら注射を打っていたということがあるのですが、現在は学校保健法の関係

で、学校のほうで実施できない状況になっておりますので、各個人で実施して

いるということがあります。そちらの回答につきましては、検討課題というこ

とでご理解いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

高橋課長：道路のバリアフリー、道路に限らず公共施設全般につきましては、あちらこち

らの担当部署にかかるものですから、ご意見として受け止めさせていただきた

いと思います。中央公民館の表記については担当課のほうでお話させていただ
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きたいと思っております。以上です。 

 

会長：中山委員、いかがでしょうか。 

 

中山委員：言い忘れたのが１つありました。看護師さんに対しては、確か市が学費につい

て貸し出しをして無利子でということがあったかと思うのですけれども、保育

士さん、幼稚園の教員さんもそういう制度を設けてあげて、できれば３年は就

労してくれみたいな縛りがあったりしてもいいと思うのですけれども。そうい

ったことで助成をしてあげることができないでしょうか。そうすれば地元で働

いてくれる人が確保できるし、数がやはり全体的に足りないと思うのです。今、

幼稚園とか、保育士さんのところに。ですので、そこのところの施策も考えて

いただければと思うのですがいかがでしょう。 

 

会長：お願いいたします。 

 

加瀬課長：保育課です。保育士の就学に関しての援助、看護師と同じように補助制度があ

るのですけれども、実施主体が県になっていまして、ただ千葉県のほうが今そ

れを実施していない状況にあります。平成 26年度から流山市でその制度を始め

るというのが新聞報道でありましたけれども。うちのほうもその状況を検討し

まして状況を見ながら判断していきたいと思います。 

 

中山委員：できれば成田市が率先してやっていただけると、全国に広がって宣伝もつけら

れる。ぜひお願いしたいと思います。それともう１ついいですか。学童保育の

ときの学童指導者の資格についてですけれども。先ほどの報道にもあったよう

に、保育ママだと資格はいらないのです。学童保育も特に資格がいらないので

す。それについてどういうふうに募集というか、教育というか、研修というか

をなさっているのか。そこの部分のシステムもつくったほうがいいと思います。

それから眠っている人たち、つまり一度保育士の資格を持っていて、子育てで

離れてしまわれた方を、また元に戻してあげるということも必要かと思います。

看護師さんと歯科衛生士については再雇用のための研修みたいな事業があるの

ですけれども、保育士に関してはないのです。そこも再雇用システムみたいな

ものも構築していただくような施策を考えていただけたら。それと、自分の子

どもで経験をした、経験のある保育士がたくさんできるということになると思

うのでぜひ考えていただきたいと思います。 

 

加瀬課長：保育課でお答えいたします。学童などの資格につきましては、指導員について
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募集の際に資格は特に設けておりません。ただ、実際にお受けしている方は保

育士であったり、小学校、中学校、高校の教員免許を持っている方とかが半数

以上はいるということです。あとはこちらで研修をやっております。指導員の

マニュアルをつくりまして、その都度指導をしております。保育士の資格など

を元に戻す必要があるということですけれども、それについては県の社会福祉

協議会で昨年 12月からハローワークを兼ねたようなかたちで、潜在保育士の掘

り起こしを行っております。そこに成田市も登録してやっております。ハロー

ワークのほうで研修等をやるときには、保育課からも講師のほうに一緒に出向

いて行き、協力関係を今つないでいるところです。 

 

会長：よろしいですか。 

 

中山委員：申し訳ないのですけれども、それはハローワークに保育士で再就職したいとい

う人にしかかけてないわけですよね。ハローワークに仕事を探しにいかないと

そういう制度があるということ自体、分からないですよね。 

 

会長：今の関連でお願いします。 

 

湯川委員：潜在的有資格者の問題に関しましては、保育士もかなり厳しい状況になってい

ます。待機児童解消ということで、どんどん保育所をつくるというのが前倒し

できていますので、それと同時に緊急施設整備をやっています介護職に関して

も悲惨な状況です。6,000床つくっていますから 3,000人ぐらいの新しい職員が

必要です。その中で介護福祉者、福祉の方が子育て等で仕事を離れて潜在的有

資格者を戻したいということは、国をあげてやってはおりますけれども、ただ

千葉県のほうは福祉人材確保・定着事業を、対策本部をつくってかなり他の県

に比べれば少しは動かれているのではないかなと思いますけれども、保育士さ

んの場合はわりと保育所の方いらっしゃいますけれども、保育に対する思いと

か、かなりそういうものがあって仕事に就くという姿勢も違っている部分があ

ると思います。介護職はどちらかというともう少し下になってくるのかなと思

いますけれども。これは成田市だけの問題ではなくて特に関東圏内の待機児童、

待機の介護の人たちの受け入れをするためには本当に考えなくてはならない。

国は外国人労働者のことまで考えはしなかった。たぶん間に合わないだろうと

いうことなのですけれども、踏み切りはしないと思います。しかしながら、そ

れくらいのことを今考えているのは事実であります。ただ、成田市として特徴

を持ったものというものは考えていかなければならないのかなと。私たちは千

葉県の社会福祉法人経営者協議会というところに属しておりまして、全国経協
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のほうもちゃんとしているのですけれども、そういうダイナミックなところ、

どこをしたらいいかなというのをすごく考えて、介護からになっていきますけ

れども、ここの調査の中で抜けている年齢層というのが、18歳ぐらいから 25～

26歳ぐらいの方たちの中で、生活とか経済的な問題があって、志があるのだけ

れども進学できない方たちというのがかなりの数あるというような中で、でき

れば社会福祉法人がいろんな基金を募った上で奨学手当だけじゃなくて、今考

えているのは教育庁と県社協と、県との間で自分たちが育てる。就労は学業に

支障のない程度において就労を週１～２回してもらった上で、専門的なところ

の勉強をちゃんとしてもらって、千葉県内で働いてもらうということで１人あ

たり 60万ぐらいというのを今考えているのですけれども。そういうようなこと

でもしていかなければ資格がある、ある程度技術のある子たち、志のある子た

ちを育てていくことはできないだろう。ダイナミックなものの考え方で今から

していかなければ、人材はなかなか育たないし不足していくというのは目に見

えて分かっていますから、成田市のほうでも今後継続していただければなとい

うふうに思っております。 

 

会長：ありがとうございました。湯川委員のほうから、国家的といいましょうか、政策的

な観点から全体のことについてご指摘いただきました。他にいかがでしょうか。 

 

副会長：アンケートの中で個人的な、いろんなものが出ており、これがすべてだと思わな

いのですけれども、やはり決定が遅いとか、保育士が足りないのではないかとか

いう不満というのが出ているので、そういったものを単純に全部直すということ

ではなくて、全体的に見た場合にこういったものがやはり問題になる。問題を解

決できるものであるのならば、市としてはできるだけ国に沿ったようなかたち、

１つの意見として出てきたのが影に隠れたものはすごく多いのではないか。そう

いったことで、例えば保育士が少ないのではないかという意見に対して、実際私

どもがそう言われてみれば多いのか少ないのか、どこで判断していいか分からな

いのですけれども、１つの基準として、市のほうとしてはこのぐらいのことで現

在やっていると、＋αのサービスをするためにこういった人数が必要になってく

るというところまで発することによって、もうちょっと理解を得られるのかなと。

保育士が足りないと言うから足りないのだと思うだけではなくて、実際に一定の

サービスはこれでできる、＋αのサービスができないのだということをどうやっ

てカバーしていくかという問題があるのかなと思います。もう１つは成田市の場

合に保育園が決まるまでに時間が長い。そういったシステムの流れというものを

もうちょっと短くすることによって全体的に＋αが出てくるのではないか。アン

ケートの個人の色々を見て思ったのですが、やはりこういった不満を一つ一つ全
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体で考えて、個の問題ではなく捉えていけば、もうちょっとスムーズな流れにな

るのではないかなと思います。以上です。 

 

会長：ありがとうございました。ただ今の件で、現時点でお答えできることがございまし

たら事務局、お願いしたいと思いますが。 

 

高橋課長：保育士の充足の問題ですとか、保育利用決定の時間の問題。私どもも認識して

いるところです。また次回、部会等で丁寧な説明資料等、用意させていただき

ながら改善方法について検討してまいりたいと思います。 

 

会長：よろしくお願いいたします。全体的に、太田委員さんのほうから何かございますか。 

 

太田委員：私もこの子育て支援部会委員ということで、これからいろいろご意見出してい

ただきたいと思うのですけれども、やはり成田市の場合、子育てに関して私が

現場にいる限り、非常に親のニーズも多様化しています。家庭自体も非常に複

雑化している。利用状況もいろいろさまざまに関わってきているという中で、

やはりある一定の枠組みをつくるときに、あまり大枠でつくってしまうと逆に

利用者が利用しづらいということになっている。これも当たり前のことなので

すが、きめ細やかなサービスというのが１つのキーワードになるのではないか

なという感じがしています。 

 

会長：他の委員さん、よろしいですか。平間委員。 

 

平間委員：すごい皆さんの話と違って単純な質問なのですけれど。今後、幼稚園と保育園

が縦割りだったものが一緒になって認定子ども園というのが出来ていくという

構想と、今回、出席されている席次表を見せていただくと、幼稚園というのは

学校教育法に基づいてできているものということで教育委員会の方と成田市と

一緒に仲良くやっていただきたいと思いました。仲良くというのは変な言い方

ですけれど、連携して。２年ぐらい前までは教育委員会からも出席していらっ

しゃるという記憶があるのですが、最近は出てらっしゃらないなと思いました。

あと、すごく細かい質問なのですけれども。28ページにある希望実施場所とい

う表で、なぜニュータウンはゼロなのか。このアンケートで住まいが多い方は

ニュータウン地区が一番なのになぜなのだろうと。それから、34ページで希望

の場所は自宅近くが一番と書いてあるのに、ニュータウン地区は希望の実施場

所がゼロというのはどう捉えたらいいのか。どういうふうに推測したらいいの

でしょうか。 
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会長：事務局でお答えお願いできますか。 

 

高橋課長：まず教育委員会の参加についてなのですが、部会の事務局側としては子ども・

子育て支援事業計画、学校教育の問題ありますので、部会には委員会、教育、

総務、生涯学習の４課が参加してこちら側で控えております。今ありました 28

ページのところですが、これは希望の実施場所、無回答が 330もあるものです

から、なかなか設問のつくり方が分かりづらくて回答していただけなかった設

問かなと思っております。前段の 27ページの現実の実施場所のところでは、例

えば幼稚園であればニュータウン地区が 187であったり、保育所もニュータウ

ンということがありますので、その次の設問として実施場所、今使っていると

ころはどうですか、希望のところはどこですかという設問に対して解答されて

いない。前のところで回答されているので、次の設問に移ってない方が多かっ

たと思います。 

 

平間委員：分かりました。 

 

会長：よろしいでしょうか。かなりこの議題につきましては具体的なご質問、ご提言等い

ただきましたけれども、また合わせて各部会等でもご検討いただくかたちになるか

と思います。事務局のほうでもさらにつめていっていただきたいと思います。２番

目の議題につきましては以上といたします。よろしいでしょうか。それではその他

ということになりますが、成田市歯と口腔の健康づくり推進条例（案）について事

務局、ご説明お願いします。 

 

５．その他 

事務局：成田市歯と口腔の健康づくり推進条例（案）について報告 

 

会長：ありがとうございました。委員の皆さま方でご質問等、ご意見ありますでしょうか。

中山委員。 

 

中山委員：私、これすごくいいことだと思います。ぜひ推進していただきたいと思います。

口の健康＝全体の健康になるということは医学界において当たり前になってお

りますのでお願いをしたいのですが、市民アンケートの調査の４ページ、健康

にかかわることについての○の２個目です。「フッ素塗布等のむし歯の予防処

置」について７割強の回答があり、ニーズの高さがうかがえますという評価が

あるのですけれども、私もフッ素について初めは信じていたのですが、よく調
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べていくと 1969年には WHOがフッ素による虫歯予防を提言しているのですけれ

ども、1994年になって６歳以下の子どもへのフッ素洗口・塗布は強く禁止する

という新しい見解を出しているそうです。ということで、小学生は６歳以下に

は当たり前ですけれども、６歳以下の子に影響があるからやめろといったらそ

れ以外の子はいいのかといったらそうではないと思うので、歯科医師会の中で

もいいと悪いが真っ二つに割れている状況の中なので、塗布については個人の

自由ということにして、市が関わらない方がいいと思うのでご意見というか、

これは WHOの見解を見ればできればしないほうがいいのかなというふうに思い

ます。ただ、フッ素入り歯磨きはすごく売れていると思うので、なかなかニー

ズが高くて跳ね返しにくいかと思いますが、そこは個人でお願いしますという

ことにしてもらったほうが、それこそ先に何かあったときに責任を取れません

ので、フッ素の塗布については何も触らないようにしていただけるといいなと

いうふうにお願いをします。 

 

会長：これはどうでしょうか。専門の先生がいらっしゃいましたので、先生のほうにお願

いします。 

 

林田委員：今お話があったように、確かに歯科医師のほうでもフッ素塗布に対して真っ二

つというほどではないのですが、少数派ということで反対する先生がおります。

ただ、実際にむし歯を予防するという観点で見るとフッ素に関してはやはり効

果が高いです。今、学校教育の現場でも歯ブラシはきちんとやってこられるよ

うになりました。それだけでむし歯を防ごうと思うと限界がありますので、そ

の点に関しては、歯のむし歯に対する抵抗力を高めるという考え方からすると

フッ素、ここにはフッ素塗布とここにはなっていますが、フッ素塗布に関して

は歯科診療所にて実施していただく。それに関しては個人的に実施してもらう

ことになると思います。学校等でやることになれば、いわゆるフッ素洗口です。

いわゆるフッ素を含んだ薄い洗口液を用いてうがいをしてもらうというかたちになると思

います。フッ素塗布に比べて濃度が低いですから、フッ素洗口に関して害はないと言

いきるところまではなんとも言えないところなのですが、フッ素塗布に比べれば低いと

いうことは考えられます。いわゆる予防注射等に含めて考えれば、それと同等と危険性

を言えるかどうかは別の考え方になると思いますが、予防注射なんかに比べれば危険

性に関しては低いということは言えると思います。なので、フッ素塗布ではなくてフッ素

洗口に関しては進めていただければというのが歯科医師会の考え方です。 

 

会長：中山委員さん、よろしいでしょうか。 
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中山委員：これは意見が分かれるところなのでとりあえず市としては関わらないほうがいいですよと

いう話です。 

 

会長：太田委員さん、お願いします。 

 

太田委員：歯の健康づくりに関してはこういった推進条例に対して、例えば表彰制度みたいなもの

はないのでしょうか。むし歯がないとかに対して。 

 

川瀬課長：現在、事業的に行っているのは 8020運動ということで、全国展開しており当市のほうも

実施しております。 

 

太田委員：そうではなくて、この条例独自に対するそういったものはないのでしょうか。 

 

川瀬課長：今回の条例はあくまでも理念条例ということで責務とか、施策を規定しておりまして、そこ

ら辺の細かいところは明日ですが、この条例が議決いただけませんと計画づくりには入れ

ません。その計画の中で具体的にうたっていきたいと思いますのでよろしくご理解いただき

たいと思います。 

 

太田委員：分かりました。 

 

湯川委員：当方の施設は成田市に近いところは印西市になるのですけれども、先ほど回答いただ

いた歯科医師会、そして歯科衛生士会の方々は本当によくしていただいております。もう

10年ぐらいになると思うのですけれども、口腔ケアをすることによって精神ともに保つものと

か、認知症のケアにものすごくいいものがあったり、義歯が合わないから経口摂取できない

という方々が施設の中にたくさんいらっしゃる中、本当によくしていただいている部分があり、

またそれを指導していただけるのです。介護職や私どもの看護職に関してもしっかりした指

導をしていただいて、在宅部門も来ていただいています。そういう中でこれが議決されまし

た後には、介護等の関係機関にもしっかりと連携をとるようなことを伝えていただきたいとい

うことをご要望申し上げます。 

 

会長：ありがとうございました。他にございますか。特になければいくつか具体的なご提案もござい

ましたので、さらに進めていただきたいと思います。 

 

伊藤課長：先ほどお配りしました成田市安心見守りネットワーク、カラー刷りのご説明をさせていた

だいてよろしいでしょうか。こちらのほうは現在、高齢者、独居の高齢者だとか、高齢者世

帯を対象に見守り、市のほうでも例えば配食サービスですとか、乳酸菌飲料の配布というも
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ので見守りをしているのですが、おとといの月曜日、見守りネットワーク連絡会というのを発

足いたしました。この見守りネットワークに対しましては、民政委員、区長さんなど現在も活

動の中でしてもらっているのですが、それに加えまして事業所さん、例えば郵便屋さん、ガ

ス、あるいは新聞配達、電気、水道といった個人宅を訪問する事業所さんに協力をいただ

きまして、業務活動の中で高齢者の異変、あるいは障害者の異変を感じたときに通報して

もらう。今回、高齢者と障害者だけに限らず、お子さんの虐待だとか、今母子家庭で餓死と

いう暗いニュースがありますが、そういったところまで範囲を広げて業務の中で見守ってい

ただいて、もし何か異変があればそのときに緊急な部分があれば、消防、あるいは警察へ

通報してもらい、緊急ではないのですが異変を感じたときに市のほうに連絡をしてもらって

市のほうで訪問したり、あるいは親類の方等に連絡をとるとか、地域包括センターと連携し

て見守るということをしていこうということで専用ダイヤル、20-1509を４月１日から置くことに

なりましたので、報告ということでよろしくお願いいたします。 

 

会長：前後して申し訳なかったのですが、一応、推進条例ということで報告事項になっておりますの

で、いただきましたご意見等々を踏まえてさらに事務局のほうで進めていただくかたちにな

ると思います。今の安心ネットワークも含めて報告事項ということで、今日用意していただき

ました議事内容等につきましては終えたかと思いますので、事務局のほうにマイクをお渡し

したいと思います。 

 

（閉会） 

以上 

 


